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日ごろから、介護保険事業の推進にご協力いただき、厚くお礼申し上げます。今回のテキセイカだよ

りは届出漏れについてです。 

これまでにも届出漏れに関する案内は研修時など色々な場面でお知らせしてきましたが、毎年提出漏

れによる過誤が発生しております。届出漏れ理由の「あるある」をお伝えさせていただきますので、再

度ご確認をお願いします。 

 

 ① 軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の場合  

原則軽度者（要支援１・２、要介護１）の方は、特殊寝台及び付属品、車椅子及び付属品、床ずれ

防止用具、体位変換器は算定できませんが例外に該当する場合は届出をすることで算定が可能です。 

届出漏れの理由  

・単純に届出を忘れていた。 

・更新時の確認ができていなかった。 

（要介護２以上の見込みであったが結果、軽度の認定だった等） 

・居宅介護支援事業所が変更になった時に、変更前の事業所が届出を 

一度出していたらもう出さなくていいと思った。 

（介護予防支援の委託先変更、利用者の認定有効期間内であっても必要） 

※軽度者の福祉用具貸与の例外給付の申請は、利用開始前に届出をするものであり、利用して

しまった事後の届出は原則認められません。 

※届出が遅れた場合は保険給付ができなくなりますのでご注意ください。 

※参考：軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の確認について 

 

 ② 認定有効期間の半数を超える短期入所利用の場合  

短期入所サービスの利用を、要介護認定の有効期間の半数を超えて計画に位置付ける場合、届出

が必要です。 

半数超えの届出をしたのちも利用を継続する場合は、認定有効期間終了月まで毎月必要書類の

提出が必要です。 

   届出漏れの理由 

  ・単純に届出を忘れていた。 

・サービス利用票及び別表の短期入所利用合計日数が間違っていた。  

・限度額超過時の、正しい利用日数の計算の仕方を知らなった。 

・半数を超える短期入所に関して、注意していなかった。 

 

※支給限度日数（連続利用31日目以降）及び支給限度基準額を超えて利用者が全額

自己負担した短期入所サービスの日数についてはカウントしません。 

※認定の有効期間内に短期入所サービスの累積利用日数が、半数を超える見込みとなった時は

半数を超える前月までに提出してください。事後の届出は原則認められません。 

※参考：認定有効期間の半数を超える短期入所の利用について 

  市に届出が必要なサービス利用のおさらい 
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 ③ 訪問介護の回数が規定回数以上の場合   

訪問介護の生活援助中心型サービスが通常の利用状況からかけ離れた利用回数となっているケア

プランについて届出が必要です。 

「より良い支援の方法を検証する」ための制度であり「回数を制限する」ものではありません。 

届出が必要となる具体的な回数は下表のとおりです。（1月あたり） 

 

 

 

届出漏れの理由 

・この制度を知らなかった。 

・他の月は超えていないのに、この月だけたまたま超えていた。 

・ケアマネジャーの事業所が変更した時に提出できていなかった。 

・プラン変更し、回数超過していることの確認をすっかり忘れていた。 

・担当者が変わりバタバタしていたので内容把握ができていなかった。 

・一年後も継続する場合に提出することを忘れていた。 

・身体を含むサービス(身体1生活1など)はカウントされないが、 

身体を含むサービスがあっても生活援助はカウントするという回数の 

数え方が間違っていた。 

 

※対象となるケアプランを作成後、サービスを開始する前月までに提出してください。 

また、計画作成時には規定回数以下であっても、結果的に実績が規定回数を上回る場合は、 

超えることがわかった時点で提出してください。 

※参考：訪問介護（生活援助中心型）の回数が規定回数以上のケアプランの届出について 

 

 まとめ  

●遅れた場合、速やかに連絡をお願いします。 

●①軽度者の福祉用具貸与の例外給付の申請、②認定有効期間の半数を超える短期入所利用、

③訪問介護の生活援助回数が規定回数以上、いずれの場合も事後の届出は原則認められません。

届出方法や詳細に関しては、過去のテキセイカだよりで詳しく案内しています。 

●届出に関して、担当ケアマネジャーだけでなく事業所全体でも周知していただくとともに、今

一度ご自身のプランの確認をお願いします。 

●不明点など、ありましたらご相談ください。 

 

 

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

27回以上 34回以上 43回以上 38回以上 31回以上 

届出漏れは、これまでにも色々な場面でお伝えしてきました。市の確

認で届出がないことがわかり、過誤になってしまうことをお伝えする

のはとても辛いです💦 ご協力をお願いします。 

 

 

 

 

介護給付適正化担当 
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